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「抗微生物薬適正使用の手引き 第二版」の周知について 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして、厚生労働省健康局結核感染症課長より別添のとおり通知があ

りましたのでお知らせいたします。 

「抗微生物薬適正使用の手引き第一版」につきましては、平成29年6月20日付け

日薬業発第 95 号にてお知らせしたところですが、今般、厚生労働省において「抗微

生物薬適正使用の手引き 第二版」を取りまとめたとのことです。 

主な改正内容は、生後３か月以上から学童期未満の乳幼児の急性気道感染症、急

性下痢症、急性中耳炎に関わる記載を追記する等の所要の改正が行われました。また、

同手引きにつきましては、以下のURLから閲覧できます。 

つきましては、貴会会員へご周知くださいますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

〇抗微生物薬適正使用の手引き 第二版 

厚生労働省ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 >  

 感染症情報 > 薬剤耐性（AMR）対策について 

URL：https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000573655.pdf 






